
多くのファイル共有ソフトには、ファイル
をダウンロードするのと同時に自動で
アップロードする機能があります。
そのため、自分が知らないうちに違法
ファイルをアップロードし、著作権法違反
となっている可能性があります。

← 公式X（エックス｜旧Twitter）でサイバーセキュリティ情報を発信中です。

滋賀県警察本部 サイバー犯罪対策課 077-522-1231（代表）@shiga_cyber

滋賀県警察からのお知らせ安易なファイル共有ソフトの利用が
著作権侵害に!?

ダウンロードした

なのに

総務省「「動画をダウンロードしただけ」が著作権侵害に？
（https://www.soumu.go.jp/dpa/p2p/）を基に作成

違法ファイルのダウンロード・アップロードは行わない

ファイル共有ソフトの仕組みを理解せずに利用しない

著作権者の許可なく動画などをダウンロード・
アップロードする行為は著作権法違反となります。

知らないうちに、違法ファイルのダウンロードだけで
なくアップロードを行ってしまうおそれがあります。


